
「日本の消費税率５％は諸外国より低い」などと
よく言われます。しかし国税収入に占める消費
税収の割合は大きな差はありません。これ以上
消費税収が増えれば、国際的にも「異常な国」
になります。

日本で国民の納めた税金のうち、社会保障の公的負担として還元される比率は、ドイツ、イギリスなど
と比べても２分の１に過ぎません。予算配分の重点を、社会保障中心に思い切って転換すれば、消費税
の増税なしで財源を生み出すことができます。

消費税の増税なしで財源は確保できます
予算の中心に社会保障をすえ、安心して暮らせる社会を

過去最大の収益をあげている
大企業に応分負担を

●バブル期をしのぐ利益をあげているにもかか
わらず、法人税収は半減しています。消費税導入
時にもどせば、それだけで11.8兆円の税収増にな
ります。

●大企業の公的負担を欧州並みに引き上げれ
ば、数十兆円規模の財源が生まれます。（図4）

巨大な税金のムダ使いをなくす

●この10年、防衛関連予算は５兆円に迫る規模
を維持しています。主要国で軍事費を増大させて
いるのは日本だけです。この軍事費は削減可能で
す。（図5）

●学校や病院などの建設を除いた公共事業の規
模は、フランスの3倍、イギリスの9倍です。フラン
ス並にすれば12兆円の財源を確保できます。内
容、規模の転換で財源は生み出せます。（図6）

●そのほか、政治と金の不透明な関係、高級官僚
の天下り問題や巨額の退職金などを徹底的に見
直せば、財源の確保は可能です。

（図4）●日本は企業の公的負担が低い●

注)法人所得税、社会保険料事業主負担を名目GDPで割った数値
注)日本の企業の公的負担は約38兆円。負担割合は名目GDPを500兆円と仮定して計算

（図5）●主要国の軍事費の削減状況と日本の軍事費●

（図6）●公共事業の規模の国際比較●

※一般政府総固定資本形成のうち、「経済業務」「環境保護」「住宅・地域アメニティ」
　の3分野の対GDP比（2002年度データ）

●消費税率4％（国税分）でも、欧州並みの税収割合●

※日本の消費税の内、1％は地方自治体分となっている。
※ヨーロッパ各国は、食料品・医薬品は軽減税率で、医療・教育から住宅所得、不動
産・金融など幅広い非課税項目がある。スウェーデンは大使館調べ
※アメリカの付加価値税は、全て州税とっている。「財制金融統計月報」（2005.4 
財務省 財務総合制作研究所編）

※国際戦略研究所「ミリタリー・バランス」による。
　ロシアは推定値。2000年の米ドルのレートで換算。

入稿_保団連冊子.indd   1 07.6.7   3:52:23 PM



2007年版

東京都渋谷区代々木2-5-5　新宿農協会館6F
TEL.03-3375-5121　FAX.03-3375-1885

消費税増税の中止と医療への
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明日の医療を考える

月刊保団連
臨時増刊号　No.939

名前：ゼロ君
僕は「ゼロ税率」のゼロ君です。
これから消費税増税の中止と医療の
「ゼロ税率」についてのお話をして
いきます。
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日ごろからの医療、社会保障改善のご尽力に心より感謝申し上げます。
政府・与党は、今年の通常国会で、所得税・住民税の定率減税の全廃など
国民への増税、減価償却制度の見直しなどの大企業減税を盛り込んだ07年度
予算を強行しました。毎年数万円規模で収入が減る国民、患者さんには1兆7
千億円の負担を押しつけ、史上空前の利益を上げている大企業には1兆円の減
税をしようというものです。
そればかりではありません。財界は今年1月に発表した「御手洗ビジョン」で
消費税10％を提言し、政府税制調査会も消費税2ケタ化をはじめとする大増税
の議論をはじめています。安倍首相をはじめ政府与党の幹部も夏の参議院選
挙後に消費税増税の本格的な議論をおこなうとしています。2008年の通常国
会で消費税引き上げ法案を成立させ、2009年度までに税率を引き上げる計画
です。
これ以上の消費税増税は、国民生活を深刻化させるとともに、医療機関の経
営基盤を揺るがす死活問題です。
保険医療機関の消費税非課税措置は、収支差額つまり付加価値部分だけが
課税されない仕組みになっていて、付加価値部分の少ない医療機関ほど、仕入
れ消費税額の負担が重くなります。医療の質向上のための再投資も仕入れ消
費税額を大きくします。
旧厚生省は、消費税の導入・増税時に、医療費ベースで診療報酬を0.43％、
薬材・特定保険治療材料を1.10％の合計で1.53％の補填をしたと弁解していま
すが、これでは付加価値部分0.43％に対して控除されない仕入部分1.10％の差
し引き0.67％が消費税負担増となります。保険医療費が30兆円とすると、30兆
円×0.67％×5÷105＝95.7億円の損税が新たに発生し、損税解消どころか損税
増強になり、消費税率が増すごとに加速度的に損税が増加します。
この矛盾を解消するには、医療への「ゼロ税率」適用が最も公平で合理的で
す。
保団連は、「医療の公共性」をまもり、医療経営を守っていく立場から、一貫
して応能負担税である直接税中心の総合・累進課税、生活費非課税などの民
主的税制の確立のために活動してきました。
逆進性の強い消費税については、将来的に廃止することを展望し、当面、消
費税増税の中止と、医療へのゼロ税率を適用することの2点の運動にとりくん
でいます。
消費税増税が大合唱されるいま、会員の皆様からのこの運動へのご協力を
いただきますよう、こころから呼びかけます。
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2007年6月

全国保険医団体連合会
経営税務部長　三田　温
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消費税の仕組み

消費税とは、事業者が商品の販売をしたり、サービスを提供したりするときに、流
通過程のなかで順次価格に上乗せして、最終的には、商品を消費し、またはサービ
スの提供を受ける“最終消費者”が負担する税制です。事業者に負担を求める税制
ではありません。
このように消費税法では、生産から流通に至る各段階で二重、三重に消費税がか
されないようにするため、課税売上に係る消費税から課税仕入れにかかる消費税を
控除し、消費税が累積しないような仕組みになっています。最終的に消費税を負担
するのは最終消費者です。

医療は「非課税取引」

消費税法では公的な医療保険制度にもとづいて行なわれる医療の給付等につ
いて原則「非課税」とされています。これは、医療が国民の生命や健康に直接関わる
ものであり、社会政策上課税することが適当でないものとされているためです。
しかし、現行消費税法の非課税制度では、医療機関は課税売上に対応した課税
仕入しか控除ができません。従って保険診療収入が非課税のため、薬品、医療材
料、医療用具、医院用建物の取得や業務委託等にかかる消費税を最終消費者であ
る患者さんから受け取る医療費に転嫁することはできずに、医療機関が負担するこ
とになります。これが損税となります。これは現行の消費税法の矛盾と言えます。

他の「非課税取引」の対応

消費税法上、「非課税取引」と規定されているものは、別表（4頁）のようなものが
あります。しかし、他の業種は課税仕入れがあっても自由に最終の単価を値上げす
ることができれば、消費税額を移転することにより損税の発生を防ぐことが可能と
なっています。それに対して公定価格である社会保険診療報酬については医療機
関が独自に値上げすることは不可能であるため、損税の発生を防ぐことができませ
ん。医療機関の抱える矛盾でもあります。

●消費税の負担と納付の流れ●

医
療
機
関
と
消
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税
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消費税（前段階全額控除式）の流れ

標準税率10%・
軽減税率5%の場合

( 単位 : 円 )

現行非課税の場合
( 単位 : 円 )

ゼロ税率の場合
( 単位 : 円 )

普通税率による
課税(5%)の場合

( 単位 : 円 )
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損税の解消はゼロ税率でこそ

保団連は、保険診療については現行の非課税制度ではなく、ゼロ税率とし、医療機関が仕入れ
た段階で支払った消費税は税務署に申告し、還付を受けることが問題の解決策と考えています。

一般事業者の場合、課税売り上げが９５％以上の場合は、課税仕入れに係る税額を全額差し引く
ことができます。しかし、医療機関は保険診療などが「非課税」のため、収入の多くが「非課税売上」
です。このため、医院建築や医療機器などを購入して、「課税仕入れに係る税額」を多く負担しても、
課税売上割合しか差し引けません。ここに「損税」が発生する理由があります。
「ゼロ税率」であれば仮に収入の全部が保険収入の場合、受け取った消費税0円でも支払った消
費税が２００万円あるとすると、還付消費税として２００万円の還付申告ができ医療機関にとって消
費税の負担がなくなり、真の意味での非課税“消費税完全非課税”と呼ぶことができます。これがゼ
ロ税率です。
現行消費税法上は、輸出の場合は、「免税取引」として、実務上は消費税０％として計算します。
（国内取引分消費税＋輸出分は０円）－（課税仕入れ等に係る消費税）＝納付消費税額です。
マイナスの場合は還付となります。医療のゼロ税率も実務上は輸出と同じ「免税」の仕組みです。

ゼロ税率の必要性 …… 一般事業者と医療機関の相違

軽減税率とは消費税が今後仮に10％になった場合、医療は５％とか７％にするなど税率を軽減す
ることです。軽減税率適用になった場合、患者負担に繋がります。医療機関の「損税」は還付申告に
より解消されますが、消費税率アップ、患者負担増は受診抑制などにより、医院経営に相当影響を与
えます。ゼロ税率適用は、消費税による患者負担増はなく、病医院も還付請求すると「損税」も解消
され、軽減税率とはまったく意味が違うものです。

医療への軽減税率 …… 患者負担増に

4

●消費税の課税取引・非課税取引・不課税取引の一覧●
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これ以上の消費税アップは「医療機関を『消費税倒産』させる」と指摘する専門家もいます。税率がアッ
プされた場合に蒙る医療機関の損害は深刻です。この解消のためには、現行の非課税制度ではなく、ゼロ
税率課税制度を実現すべきです。
この間、医療の消費税について、日本医師会、日本歯科医師会は「非課税ないしは軽減税率」、日本病院
会協議会と４病院団体協議会は「非課税制度をみなおし、原則課税制度」、日本薬剤師会は「ゼロ税率」
の要求をそれぞれ掲げています。また、全労連などの労働組合が、「２００７年度税制審議に関する申し入
れ書」で「消費税について、生活必需品に『ゼロ税率』」を採用」との要望を提出したのをはじめ、中小業者
団体を含め、消費税率の引き上げの動きに対し、ゼロ税率の要求が具体的になってきています。
私たちは、国民生活と医療経営を守る立場から矛盾の多い消費税については本来廃止すべきだと考え
ていますが、当面、消費税の増税の中止と、医療に対する非課税制度を徹底し、医療機関の損税を解消す
るため、ご尽力いただくよう要請します。

診療報酬による補填

厚生労働省は、「医療保険に関する消費税は診療報酬に上乗せした」として、89年の消費税
導入時に0.76％、また97年に消費税率が3％から5％に引き上げられた際に、診療報酬をさら
に0.77％ひきあげたとされています。
その後毎年診療報酬の改定では、連続のマイナス改定です。保団連によるゼロ税率要求に対
して、厚生労働省や財務省は毎回「診療報酬で1.53％補填している」ということを繰り返し強
調されています。しかし、「それでは1.53％の補填は診療報酬上どこに入っているか」との質問
に、「わかりません」との回答です。
「補填した」というなら、いったいどこにいくら補填したのか、改定ごとに明らかにすべきで
す。また、仮に診療報酬で補填したとするなら、消費税を保険者と患者に転嫁したことになり、
「非課税」ではなくなります。

消費税導入時、社会保険診療報酬等の改定の概要のなかの改定の趣旨として、「消費税の円滑
かつ適正な転嫁を図る観点から、次のとおり社会保険診療報酬及び老人診療報酬については、
消費税による影響が明らかであると考えられる代表的な診療報酬点数の改定を行う。」として
いる。
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「ゼロ税率」適用の場合の消費税等「還付額」試算

※厚生省は、診療報酬で補填ずみとしていますが、この試算表では、それは加味していません。これはあくまでも、運動をすすめるために御活用いただくものです。
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消費税にはこんな問題がいっぱい！消費税にはこんな問題がいっぱい！
「消費税は、多く消費するほど多く負
担するのだから公平だ」といわれます。
消費額に対する消費税の額は、低所得者
でも高所得者でも基本的には同じです。
しかし消費額ではなく、収入や所得を基
準に考えれば、まったく違う計算になりま
す。
例えば、年収が100万円しかない人の
場合は、貯蓄をする余裕がなく収入のほ
とんどを消費に回すことになります。税
率5％で消費税は5万円、収入の5％の
消費税を払うことになります。

一方、年収が1億円の人の場合、1億円をすべて消
費することはなく、かなりの部分が貯蓄に回ると考
えられます。もし、1億円のうち消費が2,000万円し
かない場合、消費税は約100万円です。1億円の収
入に比べれば１％にすぎません。
消費税は、その負担が低所得者ほど重く、高額
所得者ほど軽い逆進的な不公平税制と言えます。
06年度の国会審議のなかでも、当時の谷垣禎一
財務相は、消費税が「逆進的だという指摘がある
ことは事実」と答弁しています。

1997年当時の橋本内閣は、消費不況
のなか、「財政構造改革」の名のもとで、
消費税を3％から5％に引き上げ、医療
改悪、「特別減税廃止」などで、9兆円に
ものぼる国民負担増を強行しました。そ
の後長期に渡って続いた不況の原因に、
消費税増税をはじめとした当時の自民
党政府の失政があったことは橋本元首
相が明言したことでも明らかです。
その後、小泉内閣が5年間に行った増
減税は、所得を減らしている庶民には5
兆円以上の増税を押しつけ、所得を増や

している大企業や大資産家には3兆円近い減税
という、まったく逆立ちした内容でした。
いまおこなうべきは、消費税率の引き上げでは
なく、国民総生産の６割を占める消費購買力をあ
たためることです。

　

景
気
に
悪
影
響
を
与
え
る

　

低
所
得
者
ほ
ど
重
い
負
担

●消費税は所得が低い世帯ほど負担が重い●

※総務省「家計調査」(05 年 ) のデータにより計算
※サラリーマン片働き4人世帯

●小泉内閣の5年間に決められた「逆立ち税制」●

※一部、実施が今後のものも含んでいる
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業者は、営業の所得は赤字でも消費
税を転嫁できなくとも、消費税を納めな
ければなりません。
規模の小さい業者ほど、大手の取引
先や元請け企業から値引きを強要され、
消費税分を価格に上乗せできない業者
も少なくありません。この場合には、転
嫁できなかった消費税５％分は利益か
ら持ち出しとなり、“損税”になってしまい
ます。また納税のために煩雑な帳簿の
整理や事務を強要され、業者にとっては
“営業破壊税”と言えます。

消費税の歴史をみれば、戦争と一体
の税金です。ヨーロッパでは、第１次大戦
の膨大な戦費調達によって引き起こさ
れた財政危機に対処するために、ドイツ
（1916年）、フランス（1917年）、イタリア
（1919年）、ベルギー（1921年）などで消
費税の一種である大型間接税がはじま
りました。日本（1936）でも「取引高税」
として立案され翌37年に「物品税」とし
て導入されました。
安倍内閣は、教育基本法の強行成立、
防衛庁の「省」への昇格、自衛隊のイラク

派遣の延長など策し、5年以内に憲法9条をはじ
め憲法「改正」の方針を明らかにしています。
消費税増税を許せば、戦争するための戦費調達
の道を許すことになります。

出所 : 免税点引き下げ等による増収は財務省資料。
※輸出戻し税は湖東京至氏試算(2006年10月)

現在世界各国で実施されている付加価値税、消費税の前段階仕入れ税額控除方式は、1948年にフランスで初
めて導入されました。その最大の理由は、ルノーなどの大手輸出業者を援助するために、考え出されたものでした。
日本でも大企業の中には、部品などを納入する下請け中小業者などに「消費税分の値引き」を無理強いして、仕
入れの際に実質的には消費税を払っていない場合もあります。さらにトヨタなどの輸出大企業は、消費税の輸出免
税制度により毎年多額の還付を受けています。

仕入れ税額控除 …… 輸出企業援助のためにフランスで導入

　

戦
費
調
達
の
た
め
の
税
金

　

中
小
零
細
業
者
の
営
業
破
壊
税

●取引先からの値引き要請の状況（業種別）●

出所 : 全国商工団体連合会・06年上期営業動向調査
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「目的税」とは、例えば、温泉客に負担を求め、鉱泉源の保護管理に使う「入湯税」のよう
に、受益と負担に関連性のある税金です。
消費税という大型間接税で、負担を消費一般に求め、使途を福祉全体にするという「目的
税」は世界には例がありません。
もし、「目的税」にしたら、どうでしょうか。
03年度に社会保障費に充てられた税と保険
料の総額は82兆円で、このうち税は２８兆円で
す。税の部分を消費税（1％＝2.5兆円）で賄う
とすれば、税率を11％以上にしなかければなり
ません。もし、社会保障費全体を消費税で賄っ
た場合は、税率を33％まで引き上げなければ
なりません。
消費税の増税か、社会保障の大幅削減かの究
極の選択を迫られることになります。
そもそも逆進性の強い消費税で、社会保障の
財源を確保すべきではありません。

Ｑ１
増税か、福祉解体か究極の選択を迫る「福祉目的税」

実は、1999年度予算以後、消費税は基礎年
金、老人医療、介護に充てると、毎年の国の予
算書（総則）に記載されており、消費税はすでに
「福祉目的化」されています。
※「消費税の収入が充てられる経費（地方交
付税交付金を除く）の範囲として基礎年金、高
齢者医療、介護の費用」（財政法より）
しかし、この間の連続した医療、社会保障制
度の改悪、国民への負担増の政策をとりなが
ら、「年金財源のため」「福祉のため」などと唱
えても説得力はありません。

「福祉目的化」は実施済み。でも社会保障は連続後退

福祉のためなら、消費税増税はやむを得ない？

●「福祉目的化」は実施ずみ●

※2006 年度予算による
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国と地方の借金は886兆円（06年度末）と言われています。政府は借金だけを示して「財政が
大変だ」と強調しています。しかし、社会保障基金や土地などの資産を加味すると47兆円の黒字。
さらに、海外にもっている外貨準備や証券投資
などの資産と合わせると232兆円の黒字にな
ります。
そもそもなぜこんなに借金が膨らんだので
しょうか。バブルがはじけた後、97年に当時の橋
本内閣が「赤字が大変だ」と消費税増税と医療
改悪による負担増をおこなった結果、景気が急
速に悪化し、借金をしながら景気回復せざるを
得なくなり、赤字が膨らみました。この根本には、
大企業向けの浪費型公共工事や軍事費、大企業
などへの減税を続けてきた歴代自民党と与党に
入った公明党に責任があります。
こうした政治をあらため、税金の取り方、使い
方をただしていくことが大切です。

大企業はバブル期を上回る空前の利益を反映
し、法人税収が増加傾向にあることは確かです。
しかし、法人税収は当時の半分程度になってい
ます。
度重なる法人税率の引き下げや研究開発費な
ど、大企業優遇の減税が実施された結果です。
大企業優遇の「景気刺激策」を続けても、大企
業の業績が上がるだけで、法人税収を抜本的に
回復させることはできません。
法人税率を消費税が導入された89年以前に
戻すなど、儲けに応じた応分の負担を求めるこ
とが重要です。

Ｑ2 国の財政がたいへんだから仕方がない？

Ｑ3 経済活力を高めれば、税収は増える？

※端数処理により、内訳と総額は一致しない

●海外資産も含めれば財政は大幅な黒字●

●収益は最高、税金は半分●

出所 : 国民経済計算年報 2006 年版より 谷山治雄氏まとめ (2004 年末時点 )

（法人企業の収益と法人税収）
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大企業優遇の税制ではなく、応能負担による民主的税制を

小泉内閣と自民、公明の与党がすすめてきた
「構造改革」のもと、年収300万円を超える給与
所得者が減り、年収300万円以下の給与所得者
が急増しています（図１）。国税庁がまとめた民間
給与実態調査の結果をもとに、2000年（小泉内
閣発足前）と2005年を比較すると一年間に得た
平均給与が300万円超2000万円以下の給与
所得者は、188万4000人減少し、300万円以下
の給与所得者が、184万8000人増加しました。
一方、2000万円以上の給与所得者は3200
人増加しています。
生活保護世帯が2005年度平均で初めて100
万世帯を突破し、2006年7月の保護世帯もす
でに106万8523世帯（受給人数150万4186
人）となっており、過去最高を更新しそうな増加
となっています（図2）。
2005年度の保護世帯の主な内訳は、「高齢
者世帯」の45万人1962世帯、「障害者・傷病
者世帯」の38万9818世帯、「母子世帯」の9万

大企業優遇の税制ではなく、応能負担による民主的税制を

（図2）●社会格差に関する各種統計●

注）1「家計の金融資産に関する世論調査」( 金融広報中央委員会 )から
　 2 文部科学省調べ
　 3厚生労働省「生活保護速報」から。05年度は9月の速報値。それ以外は各年度の平均値

貧困による格差の広がり

（図1）●給与階級別の給与所得者数の推移●
(1年を通じて勤務した給与所得者)

※国税庁の民間給与実態統計調査から作成

（図3）●労働年齢人口の相対的貧困率と所得再分配による貧困の改善率●

※OECD対日経済審査報告書から作成。
　ここでいう相対貧困率は可処分所得が中位の半分に満たない人口の割合

相対的貧困率を税金と所得の再分配で日本は3ポイントしか改善して
いませんが、フランスでは改善前の24.1％を18.1ポイント改善し6.0％
に、ドイツでは20.5％から12.5ポイント改善して8.0％にしています。
OECD諸国の多くは、貧困の改善が政策課題となり、相対的貧困に陥っ
ている層の半分を税金と社会給付システムで救済しています。

531世帯となっています。
政府は、「歳出削減」のもとに、生活保護の削
減を社会保障費抑制・削減の当面の標的と位置
づけ、70歳以上の高齢者に支給されていた老
齢加算を、今年4月から廃止するなど生活保護
費の大幅カットをすすめています。
日本の「貧困率」はＯＥＣＤ諸国の中で、米国
についで第2位となり、貧富の格差が拡大してい
ます。（図３）
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安倍首相は、07年1月には「秋から抜本改革の
議論を始め、07年度中に実現させる」と消費税増
税、法人税減税を含む税制の抜本的改革にとりく
む姿勢を明らかにし、08年度通常国会に消費税
増税法案の提出をおこなおうとしています。
財界は1月1日の「御手洗ビジョン」で09年度を
ターゲットに２％増税、2010年代半ばまでにさ
らに3％の増税、法人税の実効税率30％を要求
しています。経済同友会も４月23日には消費税
16％と法人実効税率35％を提言しました。
政府・財界は今後も、「国際競争力強化」などを
理由に、大企業減税・活力強化の育成策を続ける
一方、「税金は広く公平に負担すべき」と庶民への
負担増をいっそう強化する方針です。
税制改革の基本は、憲法に則り、現在の大企業
優遇の不公平税制をあらため、税負担の本来的な
公平を確保することです。今、必要なことは、国民
への痛みの押し付けではなく、誰もが安心して暮
らせるための税制や社会保障制度の確立です。

日本社会はいま、格差と貧困の広がりのもと
で、ワーキングプア（生活保護基準以下）や生

大企業の利益を国民に再分配を

●消費税収が法人税減税に消えた●

※政府発表資料より作成。法人税収減は89年度と各年度の法人3税
 ( 法人税・法人事業税・法人住民税 )の差額

政府は、「福祉のため」「少子高齢化のため」といって1989年に消費税
を導入。税収はのべ175兆円、同期間の法人3税の減収はほぼ同額の
160兆円。福祉どころか、法人税減収の穴埋めにされたのが実態です。

●安部首相らが描く消費税増税にむけたシナリオ●

大企業優遇の税制ではなく、応能負担による民主的税制を大企業優遇の税制ではなく、応能負担による民主的税制を
活保護世帯が急増する一方で、大企業が史上空
前の利益をあげています。
大企業の溜め込んだ利益を国民に賃金や税金
で再配分すべきです。
10兆円の溜め込みだけで、国民1人当たり約8
万円の消費増に値します。また、大企業に適正に
課税するなど、不公平税制をただせば10兆円も
の財源が生み出せるとの試算もあります。
「社会保障のため」を口実に導入された消費
税の18年の現実は、社会保障改悪の連続でし
た。消費税収の累計175兆円はこの間の法人3
税の減収累計160兆円に匹敵することからも、
消費税が大企業減税のために導入されたもので
あったと言わざるを得ません。
本当の「景気回復」をはかるというのであれ
ば、国民の家計をあたためる税制改革をおこな
うべきです。危機にある財政を立て直すために
も、「大もうけしている大企業こそ応分、応能の
負担増を」という「応能負担の原則」による税制
の民主的改革が、早急に必要です。

消費税増税の大合唱
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税は法律による
「国民は、法律の定めるところにより、
　納税の義務を負ふ。」（30条）

「新たに租税を課し、
　又は現行の租税を変更するには、
　法律又は法律の定める条件に
　よることを必要とする。」（84条）

日本国憲法は、法による国民の納税義務（30条）と、課税は法に基づくこと（84条）を定
めています。この考えを租税法律主義といいます。
租税法律主義は、国民の代表機関である国会が制定した法律に基づいて、租税が賦課・
徴収されなければならないとする憲法上の原則です。それは「代表なければ課税なし」と
いう主張が近代憲法を生む大きな要因となったように、国の課税権を、国民の代表である
議会の合意を通じて、民主的に統制しようとしたものです。
租税法律主義は、新たに税金をかけるにはそのための法律が必要というだけでなく、税
金をかける対象は何か、税額をどう決めるのか、誰が納税するのか、といった租税要件、さら
には徴収の手続きや納税の方法も、法律によることを意味しています。国の権力がむやみ
に使われないよう、法律で縛りをかけようとするものです。

憲法は、国民に最低限度の生活（25条）を保障するよう国の責任を定めています。この
ために税制は、すくなくとも生活費には税金をかけない（生活費非課税）ことが必要です。
しかし、現行の所得及び住民税の課
税最低限は、実際の生活費ばかりか、
生活保護基準より低いものとなってい
ます。
1992年ドイツ連邦憲法裁判所は

「生活保護基準を下回る課税最低限
は、憲法違反である」との判決を下し、
政府は課税最低限を引き上げました。
日本でも、人的控除の廃止、給与所
得控除の縮小、さらに消費税増税な
ど、国民への大増税計画は憲法の原則
に対する逆行といえます。

30条・84条

生活費に
課税しない 「すべて国民は、

　健康で文化的な最低限度の生活を
　営む権利を有する。」（25条）

25条

●生活を圧迫する重税●

注)※配偶者については、事業所得者では事業専従者控除、他の所得では配偶者
控除。いずれも夫婦と子ども2人の場合

 　※生活保護限度額は東京(夫40歳/妻38歳/第1子14歳/第2子12歳)の基準
による。住宅扶助の基準額(1級地1号)

 　※消費支出は総務省「家計調査」(2003年)より算出

入稿_保団連冊子.indd   13 07.6.7   3:53:35 PM



14

憲法は個人の尊重、幸福追求権（13条）を保障し、国民一人ひとりがかけがえのない存在であると定めて
います。さらに法の下の平等（14条）を明記し、社会的身分や経済的関係などによって差別されないとして
います。
税制は憲法の原則から、負担能力に応じて累進的に課税すべきことが求められます。勤労者や中小企業・
業者は軽く、大企業や大金持ちは重い負担にする、これを応能負担原則といい、最低限度の生活保障（25
条）とも結びつきます。
財産権の保障（29条）は、個人の生存的財産が基本的人権として守られることを意味します。財産権は、
大企業や大金持ちが財産権の自由を行使する一方、庶民の財産権が侵されるといった不合理のないよう、
自由経済の弊害をとりのぞく考え方に立ち、投機的土地・株式のような非生存的な財産権は「公共の福祉」
のために制限するよう定めています。

能力に応じて
負担する

「すべて国民は、個人として尊重される。
　生命、自由及び幸福追求に対する国民
　の権利については、公共の福祉に反し
　ない限り、立法その他の国政の上で、
　最大の尊重を必要とする。」（13条）

「すべて国民は、法の下に平等であつて、
　人権、信条、性別、社会的身分又は門
　地により、政治的、経済的又は社会的
　関係において、差別されない。」（14条）

「１ 財産権は、これを侵してはならない。
　２ 財産権の内容は、公共の福祉に適
　　合するやうに、法律でこれを定める。
　３ 私有財産は、正当な補償の下に、
　　これを公共のために用ひることが
　　できる。」（29条）

13条
14条
25条
29条

（25条の条文は左頁を参照）
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